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平成1 9年1 2月2 8日、感染症法第1 1条第1項およ
び予防接種法第2 0条第1項の規定に基づき、「麻
しんに関する特定感染症予防指針（以下、指針）」
が策定され、厚生労働大臣により告示された
（厚生労働省告示第4 4 2号）。適用開始は平成2 0年
1月1日である。
平成2 0年度からの5年間を麻疹排除( e l i m i n a t i o n )

のための対策期間と定め、平成2 4年度までに国

内から麻疹を排除しその状態を維持することが
目標とされている。1歳児（第1期）、小学校入学
前1年間の者（第2期）への麻疹および風疹の予
防接種2回接種制度に加えて、中学1年生と高校3
年生に相当する年齢の者を第3期、第4期とし、5
年間の時限措置として、定期予防接種対象者に
加えた。麻疹排除には2回の接種がそれぞれ9 5％
以上になることが求められている。重点的な接
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種勧奨期間は4～6月であったが、厚生労働省健
康局結核感染症課の調査による6月末時点の接種
率は、中学1年生相当年齢（第3期）が3 8．8％、
高校3年生相当年齢（第4期）が2 9．6％と目標の
9 5％以上には到達していない。詳しい情報は、
厚生労働省H P：第２回麻しん対策推進会議－議
事次第－: http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/09/
s0903-8.html
と、平成2 0年度麻しん予防接種第3期、第4期接
種状況（第１四半期終了時点：各市町村別）
h t t p : / / w w w . m h l w . g o . j p / b u n y a / k e n k o u / k e k k a k u -
kansenshou21/dl/081003a.pdf
h t t p : / / w w w . m h l w . g o . j p / b u n y a / k e n k o u / k e k k a k u -
kansenshou21/dl/081003b.pdf
に詳しく掲載されている。
また、麻疹排除の達成には人口1 0 0万人あたり

患者数1人未満となることに加えて、たとえ輸入
例があっても、その後大規模な集団発生になら
ないことが必要であるが、そのためには予防接

種歴を含めた全数報告が不可欠と考え、麻疹を
全数把握疾患に変更し、麻疹と診断した場合、
すべての医療機関が可能な限り2 4時間以内に、
患者の予防接種歴も併せて感染症法第1 2条に基
づく報告を行い、検査診断を行った場合は、そ
の結果について、保健所に報告することが求め
られることになった。
感染症発生動向調査による2 0 0 8年1月1日から

1 1月9日までの報告数は、1 1月1 2日集計時点で
1 0 , 9 0 4人であり、人口1 0 0万人あたり8 0人を超え
ている。予防接種歴は、無しが約半数、1回有り
が約2 5％、2回有りが約1％、残りが接種歴不明
であった。
また、患者が発生したときの迅速な対応も重

要であることから、患者発生時には、都道府県
等が感染症法第1 5条に規定する積極的疫学調査
が実施できるよう、手引きの作成や人材の養成
を行う必要があることが明記された。
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